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TEL 991-1898  (直通) FAX 991-7681 ※松伏町の市外局番は「048」です。

夢 タウン
まつぶし

松伏町PRキャラクター
マップー

広 報

No. 537
平成26年 (2014年)

まつぶし 2
町税の休日 ･ 夜間納税相談窓口

休日
夜間

2月23日(日) 午前9時から午後4時まで 

2月13日(木) 午後8時まで
町県民税 ･ 固定資産税 ･ 軽自動車税 ･ 国民健康保険税が納付できます

今月の納期限

役場 本庁舎
　1 階 税務課

2月28日(金) 固定資産税4期･国民健康保険税8期･介護保険料8期
後期高齢者医療保険料8期･保育料2月分

納期限内に納付しましょう！

　｢平成26年成人を祝う会｣が開催されました。写真は､実行委員の皆さんです。(田園ホール･エローラ)
▶詳細は9ページ

２～３　　　　いまから始めよう！地震に備えてできること！
４　　　町県民税(所得税･復興特別所得税)申告は正しくお早めに！
５　　　確定申告はイオンレイクタウンkaze3階｢イオンホール｣で！！

主な内容
特集
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特集 ＞＞＞ いまから始めよう！地震に備えてできること！

いざという時の災害に備えて
～家具などの転倒や落下を防止しよう～

　阪神･淡路大震災や新潟県中越地震などでは､多くの方が倒れてきた
家具の下敷きになって亡くなったり､大けがをしたりしました。大地震
が発生したときには､「家具は必ず倒れるもの」と考えて､防災対策を
講じましょう。

(※参考資料：東京消防庁　家具類の転倒･落下･移動防止対策ハンドブックより）

安全な空間を確保しよう！

地震による家具類の転倒 ･ 落下 ･ 移動が原因のけが人の割合

▶ 寝室､幼児･高齢者の
いる部屋にはなるべ
く家具類を置かない

▶ 部屋の出入り口付近や
廊下階段などにものを
置かない

▶ 出火を防ぐため､火気の周辺に
家具を置かない

▶ 家具類の上にガラス製品など
壊れやすいものを置かない

地震名 発生年月 震度 家具転倒による負傷者の割合

岩手・宮城内陸地震 H20年  6月 震度6強 44.6%

新潟県中越沖地震 H19年  7月 震度6強 40.7%

能登半島地震 H19年  3月 震度6強 24.9%

福岡県西方沖地震 H17年  3月 震度6弱 36.0%

新潟県中越地震 H16年10月 震度7　 41.2%

十勝沖地震 H15年  9月 震度6弱 36.3%
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災害情報を発信しています！
　町では､Twitter(ツイッター )､Facebook(フェイスブック)､マップーメール(メール配信サービス)を活用し､
皆さんへの情報発信を行っています。ぜひ､ご登録ください。
　詳細については､町ホームページ又は右記QRコードより､ご確認ください。

①　　　町公式Twitter(ツイッター )　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　■アカウント名／ @town_matsubushi
　　　　■アドレス／ http://twitter.com/town_matsubushi

②　　　町公式Facebook(フェイスブック)
　　　　■アカウント名／ https://www.facebook.com/town.matsubushi

③　　　マップーメール(メール配信サービス)
　　　　URLからアクセスして､携帯電話･パソコンから登録を行うことができます。
　　　　■登録用URL ／ https://service.sugumail.com/matsubushi/

※ 災害時以外は､防災･
防犯情報､生活情報､
イベント情報などを
発信します。

※ 情報利用料は無料(た
だし､閲覧に伴う通信
料は自己負担となり
ます。) 

問合せ／総務課 庶務防災担当　  991-1893

家具転倒防止器具などで家具を固定しよう！

家具の固定例

重い本は下の段に！

ポール式器具などで固定する

つり下げ照明器の補助

ガラス飛散防止フィルム

防炎カーテン

粘着マットを敷き、機器
を壁などに固定する

裏側をワイヤーなど
で固定する

開かないよう留め金を付
ける (開き扉ストッパー )

さし木などをタンスの
下に入れて転倒防止

上下の家具を
金具で固定

Ｌ字型金具 ､ ベルト式の器具
などで壁や鴨居に固定する

　東京消防庁の実験結果により､Ｌ型金具で家具と壁とを直接ネジで固定
する方法が最も効果が高いことがわかっています。
　賃貸住宅など家具と壁とを直接固定できない場合は､つっぱり棒とス
トッパー式など2個以上の器具を組み合わせることにより単独で使用す
るよりも効果が高くなります。
　また､器具を使用するほか､家具と天井の間に衣服などを詰めた段ボー
ル箱や収納ユニットを隙間なく置くだけでも一定の効果があります。
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町県民税の申告書を送付しました
　昨年の申告実績をもとに､町県民税の申告書を1月下
旬に送付しました。送付されていない方で申告が必要
になった場合は､税務課や申告会場に用意しています。
　町県民税の申告書が送付された方で平成25年中に所
得がなかった方は､その旨を申告書の備考欄に記入し､
提出してください。
町県民税申告が必要な方
　平成26年1月1日現在､松伏町に住所があり､次のい
ずれかに該当する方。ただし､所得税･復興特別所得税
の確定申告をする方は､町県民税申告は必要ありませ
ん。
▶ 事業所得(営業等･農業)､不動産所得､雑所得(公的年
金など以外)､一時所得のあった方
▶給与を2か所以上から受けている方
▶平成25年中に退職し､年末調整が済んでいない方
▶給与所得のみの方で､
　・ 勤め先から給与支払報告書が町に提出されていな
い方

　・ 日雇･アルバイト･事業専従者などで所得税の源泉
徴収を受けなかった方

　・医療費控除などを受ける方
▶ 源泉徴収票に記載された各種控除を変更される方

(控除の追加･訂正など)
▶給与所得の他に給与所得以外の所得があった方
▶ 松伏町内に事務所･事業所･店舗･家屋敷などのある
方で､町内に住所のない方
▶ 遺族年金･障害年金･失業給付などの非課税収入のみ
の方
▶所得がない方で､
　・どなたの扶養にもなっていない方
　・別世帯の方に扶養されている方
町県民税申告に必要なもの
▶印かん
▶ 給与所得者は､平成25年分の源泉徴収票(コピー不
可)又は支払証明書
▶ 事業所得(営業等･農業)､不動産所得者は､収支のわか
る帳簿など(収支内訳書は事前に作成してください。
未作成の場合は､受付できません。)
▶ 年金所得者は､平成25年分の源泉徴収票(コピー不可)
▶ 社会保険料(国民健康保険､国民年金､介護保険)､生命
保険料､地震保険料などの支払証明書
▶ 障害者控除を受けられる方は､障害者手帳など(65歳
以上で寝たきり状態にある方も､あらかじめ町の認
定を受けることにより､障害者控除を受けることが
できます。)
▶勤労学生控除を受けられる方は､学生証など
▶医療費控除等を受けられる方は､病院の領収書など
　(個人別･病院別で集計してください。)

町県民税の申告 申告期限　平成26年3月17日(月)
町県民税(所得税･復興特別所得税)申告受付日程
■受付時間
【役場会場】午前9時～ 11時､午後1時30分～ 3時30分
【役場以外の会場】午前9時～ 11時､午後1時～ 3時
※会場により受付時間が異なりますのでご注意ください。　

日　程 受付対象者など 会　場
2月 12日(水) 上赤岩・下赤岩 赤岩農村

センター
　　 13日(木) 大川戸・金杉 緑の丘公園

レクチャーホール
　　 14日(金) 築比地・魚沼 農村トレーニ

ングセンター
17日(月)

　   18日(火)
     19日(水)

給与所得者で
還付申告の方

役場第二庁舎 
3階

301会議室

20日(木)
21日(金)
24日(月)
25日(火)
26日(水)
27日(木)
28日(金)

3月  3日(月)

大川戸･金杉
築比地･魚沼
松葉･田島･田島東
上赤岩･下赤岩
ゆめみ野･ゆめみ野東
松伏(1番地～2500番地)
松伏(2501番地～)
田中

4日(火)
 　　 5日(水)

      6日(木)

事業所得(営業等･農業)、
不動産所得のある方

7日(金)
 ～ 17日(月)
(土･日を除く)

上記以外の方
又は上記の日程で
都合の悪い方

～　注意　～
町内の申告会場では､次の内容を含む所得税･復興
特別所得税の確定申告等は受付けすることはできま
せん。越谷税務署(2月12日(水)まで)又はイオンレ
イクタウンkaze3階｢イオンホール｣(2月13日(木)か
ら)の受付となりますのでご注意ください。また､消
費税･贈与税の申告も受付けできません。
▶本年1月1日に松伏町にお住まいでない方の申告 
▶青色申告　　　▶損失の申告　
▶譲渡所得の申告(土地､建物等)　
▶分離課税の申告(配当､株式等)　
▶雑損控除　　　▶住宅借入金特別控除(1年目)
▶政党等寄附金等特別控除
▶海外居住の扶養控除　
▶平成24年以前分の申告　　▶更正の請求　
▶死亡した方の申告　

※町県民税申告は､町内の申告会場で受付けをします。

年
金
収
入
の
あ
る
方

※休日受付　3月9日(日) 午前9時～11時30分　
　　　　　　役場第二庁舎 3階301会議室

税務課のお知らせ

町県民税(所得税･復興特別所得税)申告は正しくお早めに！
問合せ／町民税担当 991-1833
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問合せ／越谷税務署 048-965-8111

　平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定
申告の相談及び申告書の受付を上記のとおり行い
ます。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」では､「e-tax」を利用して確定申告書を提出
できるほか､印刷して郵送で提出することができま
す。
確定申告が必要な方
▶ 事業を行っている場合､不動産収入がある場合､
土地や建物を売った場合などで､平成25年中の所
得金額の合計額から､配偶者控除､扶養控除など
の所得控除の合計額を差し引き､その金額を基に
算出した税額から､税額控除額を差し引いて残額
のある方
　※ 事業所得､不動産所得や山林所得があり､確定
申告をする方は､「収支内訳書」(青色申告者は
「青色申告決算書」)を必ず添付してください。

▶ 給与所得者で次のいずれかの要件に該当する方
　・給与の年収が2千万円を超える方
　・2か所以上から給与の支払いを受けている方
　・ 給与の支払いを受けている方で給与所得や退

職所得以外の所得が20万円を超える方
　・ 同族会社の役員などで､その法人から貸付金の

利子や不動産の賃貸料などを受けている方な
ど

　なお､詳しくは国税庁ホームページで確認するか
越谷税務署へお問い合わせください。
申告すれば所得税及び復興特別所得税が戻る方
　次のような場合は､確定申告書を提出することに
よって源泉徴収された所得税及び復興特別所得税
が還付されることがあります。この場合､申告者名
義の金融機関の口座番号が必要となります。
▶ 給与所得者で年の途中で退職し､その後就職しな
かったため､年末調整を受けなかった方

所得税･復興特別所得税･消費税･贈与税の確定申告

▶給与所得者で､次のような方
　・災害や盗難などにあった方
　・多額の医療費を支払った方
　　(個人別･病院別で集計してください。)
　・一定の要件に該当する寄附金を支払った方
　・ 住宅ローンなどを利用して､マイホームを新築･

購入又は大規模な修繕･増改築をした方
復興特別所得税
　平成25年分から平成49年分までの各年分につい
ては､所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納
付をすることとされています。復興特別所得税の
額は､各年分の基準所得税額に2.1％の税率を掛け
て計算した金額です。
年金収入がある方へ
　公的年金等の収入金額が400万円以下で､かつ､
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円
以下である場合には､確定申告の必要はありません
(この場合であっても､所得税及び復興特別所得税の
還付を受けるためには､確定申告書を提出する必要
があります。)。
　※町県民税の申告が必要な場合があります。
申告期限など
▶申告期限と納期限
　・所得税及び復興特別所得税･贈与税
　　平成26年3月17日(月)
　・個人事業者の方の消費税及び地方消費税
　　平成26年3月31日(月)
▶振替納税の口座振替日
　・所得税及び復興特別所得税
　　平成26年4月22日(火)
　・個人事業者の方の消費税及び地方消費税
　　平成26年4月24日(木)

※ 2月13日(木)～ 3月17日(月)の期間は､越谷税務署庁舎では確定申告の申告相談は行っておりませんのでご
注意ください。

※イオンレイクタウン会場での受付は､午前9時以降､3階イオンホール入口で行います。
※混雑状況によっては受付終了時間を早める場合があります。

越谷税務署の確定申告会場
日　　　　時 場　　所

2月12日(水)まで(土・日・祝日を除く)午前8時30分～午後5時 越谷税務署

2月13日(木)～ 3月17日(月) (土・日を除く)午前9時～午後4時

休日受付   2月23日(日)・3月2日(日)　午前9時～午後4時
イオンレイクタウン

kaze3階｢イオンホール｣　

確定申告はイオンレイクタウンkaze3階｢イオンホール｣で!!
越谷税務署のお知らせ

､
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茨城急行線

タローズ線

松伏ニュータウン
ショピングセンター

松伏郵便局

児童館
「ちびっ子らんど」

松伏ニュータウン
ショピングセンター

松伏郵便局

児童館
「ちびっ子らんど」

新しいバス停

松伏ニュータウン
ショピングセンター

至
越
谷

至
春
日
部

スポーツ振興くじ助成金を活用して
松伏記念公園テニスコートを改修しました
スポーツ振興くじ助成金を活用してスポーツ振興くじ助成金を活用して
松伏記念公園テニスコートを改修しました松伏記念公園テニスコートを改修しました

問合せ／まちづくり担当 991-1803

2月10日(月)から｢松伏ニュータウンショッピング
センター｣上り線のバス停の位置が変わります

　茨城急行線､タローズ線の｢松伏ニュータウンショッピングセン
ター ｣上り線のバス停位置が､右記のとおり変わります。
　また､民地の通り抜けやたばこ･ゴミを捨てないようにお願いし
ます。
■路線／茨城急行自動車　　　吉川駅北口行き
　　　　ジャパンタローズ　・越谷レイクタウン駅北口行き
　　　　　　　　　　　　　・南越谷駅南口行き
■問合せ
　茨城急行自動車株式会社　松伏営業所　
　　　　　　　　　 048-992-0031
　株式会社ジャパンタローズ　　　　　　
　　　　　　　　　 048-993-1118

　独立行政法人日本スポーツ振興センターの平成25年度スポーツ振興くじ
助成金を活用し､松伏記念公園テニスコートを改修しました。
　コート面を補修し､カラーを一新しました。また､ナイター照明をLED照明
に交換したことで明るさが増し､利用者の安全性が向上しました。
　今後とも､多くの皆さんのご利用をお待ちしております。
■対象事業／松伏記念公園テニスコート改修工事
■工事内容／舗装改修､照明設備改修(LED化)
■総事業費／ 35,660,100円
■助成額／ 21,659,000円(予定)

　消防組合では､平成15年9月から消防隊による救急支援活動を開始しています。
　救急支援とは､救急車の出動と同時に消防車を出動させ､救急隊が行う救急活動を消防隊が支援するこ
とによって､安全で迅速な活動､また､救命効果の高い活動を実施するものです。
■救急活動を行うとき
　▶一刻も早い救命処置が必要と判断されるとき
　▶交通事故発生時に二次的な災害発生の危険が予想されるとき
　▶建物内から傷病者を搬出することが困難と予想されるとき　
■出動時のサイレン
　▶火災出動時のサイレン　電子サイレン及び警鐘

　▶火災出動時以外のサイレン　電子サイレン
１人でも多くの命を救うため､ご理解とご協力をお願します。

問合せ／総合政策担当 991-1818

問合せ／警防課救急救助係 048-982-3968

企画財政課のお知らせ

まちづくり整備課のお知らせ

吉川松伏消防組合のお知らせ

ウーカンカン

ウーウー
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保健センターのお知らせ 問合せ／保健センター 992-3170･4323

～ +10※1で健康寿命※2を延ばしましょう！～
プラステン

寒い冬こそ運動を！！

健康のための身体活動チェック

今の生活に“+10”するには

今より10分多く、毎日体を動かしてみませんか？

　ふだんから元気に体を動かすことで糖尿病･心臓病･脳卒中･がん･ロコモ※3･うつ･認知症などになるリスク
を下げることができます。

毎日合計60分以上､歩いたり動いている

運動習慣がある

同世代･同性と比較して
歩くスピードが速い

同世代･同性と比較して
歩くスピードが速い

運動習慣がある

いいえ

いいえ いいえ

いいえ はい いいえはい

はい はい

はい

「このままではあなたの
健康が心配です！」

「あと少し運動できる
といいですね！」「よく運動しています！」「素晴らしい！」

いつ･どこで+10できる
か考えてみませんか？

無理なくできそうな
+10を始めましょう！

+10で、より健康な
暮らしを！

一緒に体を動かす仲間
を増やしましょう！

・キビキビと掃除や洗濯をする
・草むしりなどをする
・家事育児の合間に「ながら体操」をする
・徒歩や自転車で買物に行く
・子どもや孫の送り迎えに行く

・1駅1バス停手前で降りて歩く
・階段を使う
・遠くのトイレを使う
・こまめに動く
・休憩中に軽い体操をする

・ラジオ体操などをする
・ウォーキング､ジョギングをする
・運動施設を利用する
・スポーツのサークル､講座などに参加する

・1日1回は外にでる
・散歩に出かける
・歩く時は早歩き､歩幅を広くする
・テレビを見ながら筋トレ､ストレッチをする

家事･育児 仕事･通勤

仲間と その他

※1　+10とは？
　　　今の生活の中で､10分多く体を動かすこと。
※2　「健康寿命｣とは？
 　　　　厚生労働省が行っている施策の健康日本21(第二次)では､｢健康上の問題で日常生活が制限される
　　　ことなく生活できる期間｣としています。
※3　ロコモ=｢ロコモティブシンドローム｣とは？
　　　　骨や関節の病気､筋力の低下､バランス能力の低下によって転倒･骨折しやすくなることで､自立した
　　　生活ができなくなり介護が必要となる危険性が高い状態を指しています。

プラステン
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環境経済課のお知らせ 問合せ／商工担当 991-1854

消費生活相談を実施しています 991-1854　月～木曜日 午前10時～正午､午後1時～4時

消費生活情報

まつぶし緑の丘公園に展示する写真を募集します

放射線量測定結果について
問合せ／生活環境担当 991-1840

　毎月第1木曜日に実施している､町公共施設の放射線量測定結果をお知らせします。
　測定の結果､町の基準を超えている公共施設はありませんでした。
■測定日／1月9日(木)＜第100回測定＞単位はマイクロシーベルト毎時

　※ 町の基準…0.190マイクロシーベルト毎時(5市1町の基準は､測定の高さ地上1メートル0.230マイクロ
シーベルト毎時ですが､町では地上50センチメートルの高さにおける測定値が0.190マイクロシーベル
ト毎時を超えた場合は､放射線量低減化作業を行うこととしています。)

　※その他の施設については､町ホームページをご覧ください。

　 測定場所 測定値
最小値 　松伏中学校(土の上) 0.050
最大値 　松伏第二中学校(土の上) 0.089

　  　 甘味料を使っていないという表示があったのに､砂糖が入っていた。表示に問題はないのか。

　 　食品の成分表示において｢甘味料｣とは食品添加物を指します。砂糖は｢甘味成分｣とされ､両
者は分けられています。よって､｢甘味料を使っていない｣と表示があっても､砂糖などを使用し
ている､ということはあるようです。
　 　同様に｢砂糖不使用｣と表示があっても､食品添加物の｢甘味料｣は入っていることもあるよう
です。健康上の理由等で気になる場合､事前にメーカー HP等で原材料名（食品添加物）表示を
確認してみましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　｢(独)国民生活センターより｣

Q 

A 　

問合せ／まつぶし緑の丘公園管理センター
991-1211まつぶし緑の丘公園のお知らせ

　まつぶし緑の丘公園は､里山､広場､水辺からなる原風景を創出し､樹
林や野鳥､草花､昆虫などとのふれあいを通じ､心も体も元気になる公
園を目指し計画された総合公園です。
　この公園の魅力を多くの方に知っていただくため､まつぶし緑の丘
公園に展示する写真を募集します。
　詳細については､まつぶし緑の丘公園ホームページ又は管理セン
ター内にある募集要項をご覧ください。
　皆さんの素敵な作品をお待ちしています。
　■募集期間／ 2月1日(土)～ 3月11日(火)
　■募集作品
　　①まつぶし緑の丘公園を題材とした作品
　　　 (公園内で撮影された写真であれば､風景､動植物等テーマは問

いません)
　　② 大落古利根川を含めたまつぶし緑の丘公園周辺の自然風景を題

材とした作品
　■展示期間／ 3月25日(火)から
　■展示場所／まつぶし緑の丘公園 展示ホール
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ZOOM UP !

Ｍ.Hartzイレブンが､埼玉県イ
ンディアカ中央大会のシニア男
女混合オールドの部で優勝しま
した【11月23日】

凧あげまつりを開催しました【1月12日】
　寒空の下､まつぶし緑の丘公
園で､凧あげまつりを開催しま
した。小学生凧づくり教室に
は108名､親子凧あげには多く
の子どもたちが､お父さんお母
さんと参加し､芝生広場の空は
色鮮やかな凧で賑わいました。

　松伏町赤十字奉仕団は､日本赤十字社から､赤
十字事業について長年にわたり多くの貢献をし
てきたことが高く評価され､感謝状を贈呈され
ました。また､埼玉社会福祉大会においても､表
彰状を贈呈されました。
　皆さんも松伏町赤十字奉仕団に加入して､赤
十字ボランティアに参加してみませんか。

　東部ブロック予選を勝ち抜き､
桶川サンアリーナで開催された中
央大会で優勝し､県内一番となり
ました。

松伏町赤十字奉仕団が町を表敬訪問しました
【1月9日】

今月の表紙

　1月12日(日)､田園ホー
ル・エローラ(中央公民
館)で｢平成26年成人を祝
う会｣が開催され､今年は
264人が参加し､町内で
358人が晴れて新成人と
なりました。
　新成人の皆さんの輝か
しい将来とご健康をお祈
りいたします。

松伏町初の農業法人を設立しました【12月19日】
　大川戸大角の舛田博文氏(写真中央)は､いちごの生産､販
売を始めとし､農業の規模拡大を図るため､｢(株)あぐりスタ
ジアム｣を設立しました。
　今後､農業の6次産業化などにも取り組むとの意欲を示し
ており､地域農業の活性化が期待されます。
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【赤岩地区公民館】
 虹の見えた日　 　　　　　　　澤田　ふじ子著
 新釈にっぽん昔話　　　　　　 乃南　アサ　著
 ぼく､仮面ライダーになる！ガイム編

【中央公民館】
 私のなかの彼女　　　　　　 　角田　光代　著
 二都騒乱　　　　　　　　　　 佐伯　泰英　著
 わたしたちのてんごくバス　   ボブ･グレアム作

　赤岩地区公民館利用サークルによる､1年間の活
動成果の発表の場です。子ども達の大好きな人形
劇や紙芝居､楽しいアトラクションや素晴らしい展
示作品など盛りだくさん！みんなで見に来てくだ
さい。
■日時／3月2日(日)午前9時30分～午後4時　　
■場所／赤岩地区公民館　
■内容
　 【アトラクションの部】日舞､フォークダンス､コー
ラス､空手､お琴､民謡､よさこい､フラダンス､人形
劇､紙芝居
　【展示の部】和裁､俳句､絵手紙､パッチワーク
　【その他】体験コーナー ､バザー

 

■  日時／2月8日､22日　赤岩地区公民館 和室
　2月15日   柿の実文庫( 991-5170)
　いずれも土曜日 午後2時～ 3時
■費用／入場無料。直接会場へお越しください。

　おもちゃを作ってみんなで楽しく遊びましょう！
■日時･内容／2月8日｢ジャンプゲーム｣
　2月22日｢こまあそび｣
　いずれも土曜日 午後3時～ 3時30分
■場所／赤岩地区公民館和室
■ 費用／参加費無料。直接会場へお越しください

　利用者の皆さまには大変ご迷惑をおかけします
が､ご協力お願いします。
　なお､田園ホール･エローラを除く中央公民館施
設は､通常通り利用できます。

■日時／2月23日(日) 午後1時30分～ 1時間程度
■ 内容／エアロバイク､多目的マシーンの使用方法
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

作って遊ぼう

第33回赤岩地区公民館祭

おはなしランド

赤岩地区公民館のお知らせ

中央公民館のお知らせ
3日(月)･10日(月)･17日(月)･24日(月)

3日(月)･10日(月)･17日(月)･24日(月)
12日(水)は設備点検のため臨時休館

2月の休館日

2月の休館日

今月の新着図書ご案内

3日(月)･10日(月)･12日(水)･17日(月)･
24日(月)

2月の
一般開放日

  8日(土)　午後1時～ 9時
23日(日)　午後1時～ 9時(アリーナ)
　　　　　午前9時～午後9時(武道場)
ただし､23日武道場は､トレーニング講習
会の為､午後1時～午後3時まで利用できま
せん。
※利用方法はお問い合わせください。

B＆G海洋センターのお知らせ
2月の休館日

トレーニング講習会(要予約)

田園ホール･エローラは､2月28日(金)まで
ホール音響設備機器改修工事のため､使用
できません 
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みませんか？
■｢ミニまつぶし｣ ってなに？
　｢ミニまつぶし｣は､18歳以下の子どもなら､誰で
も参加できる｢子どもだけ｣のまちです。子どもた
ちが町民になって､仕事をして独自の通貨で給料を
稼ぎ､その通貨で食事やショッピングが楽しめる､
遊びのまちです。
■ 報酬／全て無償ボランティアによる参加となる
ため､謝金､旅費などの支給はありません。(昼食
は事務局が用意します。)

■申込み･問合せ／電話で教育文化振興課へ。

　まつぶし出前講座｢町民編｣は､町民の方が講師と
なり講座を開催するものです。
　皆さんの活動や経験､特技などの得意分野を活か
す絶好の機会です。ボランティア講師として活躍し
ませんか！
■ 講師登録対象者／町内に在住､在勤､在学する個人
及び団体

■ 講座内容／ご自身の知識や得意分野を活かす講
座を実施するものです。

■ 報酬／ボランティア講師として活動するため､無
報酬となります。

■ 申込み･問合せ／講師登録を希望される方は､募
集案内を配布しますので､教育文化振興課へお問
合せください。

■日時／2月26日(水)～ 3月9日(日)(3日休館)
　午前9時～午後7時　9日は午後4時まで　
■場所／中央公民館 1階102研修室･視聴覚室
■ 内容／第10回を記念し､今までの｢松伏百景｣多数
を含めて風景､静物､人物を油彩､水彩､日本画な
ど並びに公募展入選作を展示します。また､若潮
会特製記念品を用意しています。

■問合せ／染谷 991-3913

■日時／2月8日(土)午前9時～ 11時
■対象／どなたでも参加できます(1人でも可)。
■費用／200円
■今月の種目／さいかつぼーる､ミニテニス､スポ
　ーツ吹き矢など
■持ち物／運動のできる服装､体育館シューズ
■主催･指導／松伏町スポーツ推進委員
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

▶健康ヨガ教室
　日時／2月1日(土)､16日(日)､23日(日)
　　いずれも午前10時～
▶エンジョイダンス教室
　日時／2月5日､19日､26日
　　いずれも水曜日 午前10時～
▶ストレッチ＆バランスボール教室
　日時／2月4日､18日､25日
　　いずれも火曜日 午前11時～
▶ケンコー吹矢教室
　日時／2月14日､28日
　　いずれも金曜日 午後1時30分～
▶マッピーそろばん塾
　日時／2月7日､21日 
　　いずれも金曜日 午前11時～午後0時30分
▶絵手紙教室
　日時／2月13日､27日
　　いずれも木曜日　午前10時～ 11時30分
※ 上記6教室は､場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター ､対象：

16歳以上の方､費用：300円(保険代等)。
　マッピーメンバーシップカードの割引適用あり。
■ 申込み･問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

　｢ミニまつぶし2014｣を3月22日(土)･23日(日)の
2日間､Ｂ＆Ｇ海洋センターで開催します。
　大人スタッフは､前日準備及び当日(2日間)のお手
伝いをお願いします。(1日のみの参加も可)
　子どもたちが楽しく働いているお手伝いをして

気楽に遊び体

総合型地域スポーツクラブ｢マッピー松伏」

まつぶし出前講座｢町民編｣町民講師募集

第10回記念　若潮展

教育文化振興課のお知らせ
「ミニまつぶし2014」大人スタッフ募集

サークル掲示板

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館(田園ホール･エローラ)     992-1321･992-1001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育文化振興課   　990-9011 　　　　　
　  埼玉県生涯学習ステーション http://www.pref.saitama.lg.jp/site/station

赤岩地区公民館   　991-2338
B&G海洋センター   　992-1291

問合せ／
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エローラコンサート情報 ■問合せ／田園ホール ･ エローラ ( 松伏町中央公民館 )
　　　　　 992-1001･1321

■  日時／2月13日(木)･14日(金)
　午前10時～午後4時30分
■ 場所／伝統産業展示室｢ぱりっ
せ｣(草加市文化会館内)

■ 費用／参加費300円(ハート型せ
んべい3枚･ラッピングつき)

■申込み･問合せ／伝統産業展示室
｢ぱりっせ｣ 048-931-1970

■ 日時／2月23日(日)
　午前10時～午後2時
■場所／やしお生涯楽習館
■ 内容／各消費者団体の活動や､
生活に役だつヒント･環境にや
さしい生活を実践するためのヒ
ントなどを紹介。手作り品展

示､販売コーナーやスタンプラ
リーによる景品配布など。

■費用／入場無料
■問合せ／商工観光課
　 048-996-2111

■ 日時／2月16日(日)
　午前10時～午後2時30分
■ 場所／瑞沼市民センター (JR新
三郷駅下車)

■ 内容／各国の文化紹介､料理､踊
り､歌ほか

■ 費用／参加費300円　
　※小学生以下は無料。
■ 問合せ／三郷市国際交流協会事
務局(市民活動支援課内)
　 048-930-7714

■ 日時／3月9日(日)

　午前9時30分～午後1時(雨天決行)
■ 場所／ウニクス吉川(吉川市栄
町797-1)

■ 内容／地元の農業者､商業者が
集まり､採れたて野菜や特産品
の販売。お買い上げの方に､お
楽しみ抽選会を実施。

■ 問合せ／よしかわ観光協会事務
局(商工課内)
　 048-982-9697

■ 日時／3月2日(日)
　午後0時30分～ 5時
■場所／サンシティ小ホール
■ 内容／市内に伝わる郷土芸能

(囃子･神楽･木遣･太鼓など)を保
存･継承している団体等による
実演

■ 問合せ／越谷市郷土芸能祭実行
委員会(生涯学習課内)
　 048-963-9307

 草加市
バレンタイン ハート型せんべい
手焼き体験

 吉川市
第21回よしかわマルシェ

 越谷市
第30回越谷市郷土芸能祭

埼玉県東南部 5 市広域情報行ってみたいなとなりまち

 三郷市
国際交流フェスタ

 八潮市
消費生活展
～みつめよう みんなのくらし～

　ピアニスト･木住野佳子が､田園ホール･エローラ
常設のピアノ“ベーゼンドルファー 290インペリア
ル”の魅力をジャンルにとらわれない独自のスタイ
ルでお届けします。お聴き逃しなく！！
■日時／3月16日(日) 午後2時開演(1時30分開場)
■ 出演／木住野佳子(ピアノ)､maiko(ヴァイオリン)､
　　　　西嶋徹(ベース)､藤井学(ドラムス)
■ 曲目／ピアソラ：リベルタンゴ
　　　　ビル･エバンス：ワルツ･フォー ･デビー
　　　　木住野佳子：HOPE　ほか
■ 費用／大人 2,500円､高校生以下 1,000円
　　　　【全席指定】
　※チケット好評発売中！
　※ 未就学児の入場は
　　ご遠慮ください。

エローラ友の会会員募集！木住野佳子 
－アフタヌーン・ジャズ・コンサート－ 　エローラ運営委員会が開催するコンサートなどをお得に鑑

賞できる会員制度です。皆さまのご入会をお待ちしておりま
す。
■会員／①個人会員　　　【年会費】　1,000円　
　　　　②法人･団体会員【年会費】10,000円
■ 会員期間／入会月から1年間
　　　　　　(例：2月入会の場合は､翌年2月末日まで)
■会員特典
　(1)コンサート情報の送付
　(2)チケットの先行販売
　(3)チケット料金の10％割引
　　①個人会員　　　 1公演につき5枚まで
　　②法人･団体会員　1公演につき50枚まで
　　　※入会後､すぐに割引料金でチケットが購入できます。
　(4)チケットの当日受取及びチケット料金の当日支払
■ 入会方法／中央公民館に｢年会費｣を添えてお申し込みくだ
さい。

　※ 法人･団体会員として新規に入会する場合は､提出してい
ただく書類があります。詳しくは､お問い合わせください。
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催 し
　＞＞＞情報ストリート

楽しい人形劇をみましょう
　日時／2月18日(火)午前10時～11時
　対象･定員／1～ 3歳児･親子15組
園庭開放　園庭の遊具やお砂場で遊びましょう
　日時／2月4日(火)､20日(木)
　いずれも午前10時～午後3時
　対象･定員／未就園児親子･定員なし
■申込み･問合せ／大川戸幼稚園 991-2277　

2月誕生会　2月生まれのお友だち　園児と共にお
祝いしましょう【事前予約制】
　日時／2月5日(水)午前10時30分～11時30分
　対象･定員／ 0歳～ 3歳児の親子･定員なし
　※お誕生者には､理事長､園長からもプレゼント
絵画制作展
　日時／2月2日(日)午前9時～午後1時
　対象･定員／親子でどなたでも･定員なし
　※模擬店あり
親子で遊ぼう(リズム遊び･制作遊び･その他)

【事前予約制】
　日時／2月17日(月)午前10時～ 10時50分
　対象･定員／0歳～ 3歳児の親子･25組
園庭開放　大型遊具で遊びましょう
　日時／毎週水曜日　午後3時～ 4時
　対象･定員／親子でどなたでも･定員なし
■申込み･問合せ／たから幼稚園 991-2828

■日時／3月2日(日)午後1時～ 3時(0時30分開場)
■場所／中央公民館(田園ホール･エローラ)
■講演／ ｢生涯､元気に自分らしく生きる！！ ｣
　～エンディングノートの書き方と老後資金～
　 ライフデザイン社会保障研究会 代表 徳田五十六 氏
■費用／無料
■主催／吉川松伏医療と介護連携の会
■申込み／申込み不要。直接会場へ。(先着順)
■問合せ／吉川市いきいき推進課
　 048-982-5118

＜町内の催し＞

■ 日時／2月22日(土)午前8時30分～午後6時
　23日(日)午前８時30分～午後5時
■場所／まつぶし緑の丘公園
■費用／入場無料
■ 問合せ／石川遼まつぶし応援団事務局(総務課内)
　 991-1898

　お子さんの防災用品の準備はできていますか？
■日時／ 2月26日(水)午前10時30分～11時30分
■場所／児童館ちびっ子らんど みえるーむ
■ 対象･定員／ 0歳児から就学前の親子15組(申込
み順)

■内容／防災の心得について
■申込み･問合せ／児童館ちびっ子らんど
　 993-0202

園庭で一緒に遊びましょう(園庭開放日)
　日時／2月5日(水)午前9時30分～11時
　対象･定員／0～ 5歳児･定員なし
バレンタインチョコを作りましょう
　日時／2月12日(水)午前9時30分～11時　
　対象･定員／3～ 5歳児･親子30組
おひな様を作りましょう(あったかいお雑煮をどう
ぞ！ )
　日時／2月19日(水)午前９時30分～11時　
　対象･定員／3～ 5歳児･親子30組
親子一緒に手あそびや紙芝居を楽しみましょう
　日時／2月27日(木)午前9時30分～11時
　対象･定員／0～ 1歳児･親子7組､2歳児･親子7組
■申込み･問合せ／こどものもり 991-4854

各課のダイヤルインをご利用ください。

大川戸幼稚園「幼稚園で遊ぼう！」

たから幼稚園「幼稚園に遊びにきてね！ ｣

ROAD TO MASTERS 石川遼 写真展2014

児童館「子育てにこにこサロン｣

認定こども園「こどものもり」
( まつぶし幼稚園 ･ こどもの森保育園 ) 子育てサロン

吉川松伏市民公開講座
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各課のダイヤルインをご利用ください。

　　松伏町企画財政課)
　 書類選考後､３月中旬に決定し､選考結果は応募
者全員に通知します。

■問合せ／企画財政課 991-1815

　正しい姿勢で､効果的に筋肉を使う歩き方を体系
的に学ぶ講習会です。
■会場･日程

■時間／【午前の部】9時30分～ 11時
　　　　 【午後の部】1時30分～ 3時
■対象／町内在住の､原則として65歳以上の方
■費用／無料
■ 持ち物／水分補給の飲料水､室内用運動靴(Ｂ＆Ｇ
のみ)､汗ふきタオル

■ 申込み･問合せ／電話で住民ほけん課( 991-
1884)へ。

＜国の募集＞

　内閣府では､平成26年度に実施する青年国際交流
事業(｢東南アジア青年の船｣､｢国際青年育成交流｣､
｢日本･韓国青年親善交流｣､｢グローバルユースリー
ダー育成｣､｢青年社会活動コアリーダー育成プログ
ラム｣)の参加青年を募集しています。
■ 問合せ／内閣府青年国際交流担当
　 03-3581-1181　
　埼玉県青少年課 048-830-2907

＜町のお知らせ＞

■日時／２月14日(金)午後2時～ 4時
■場所／まつぶし緑の丘公園 レクチャーホール

＜県内の催し＞　

■日時／2月23日(日)午前9時～午後5時
■ 場所／吉川消防署南分署(吉川市美南2丁目4番地)
■ 内容／主に成人を対象とした心肺蘇生法､AEDの
手順､搬送法､固定法など

■定員／20名(申込み順)
■受付期間／2月3日(月)～ 17日(月)
■問合せ／吉川松伏消防組合 警防課
　　　　　 048-982-3968

■日時／2月23日(日)午後1時30分～ 4時
■ 場所／宮代町コミュニティセンター進修館(宮代
町笠原1-1-1)

■内容／里親制度の説明と現役里親の体験談
　※ 里親とは､親の病気､家出､離婚､虐待など､親が
子どもを育てられない場合に､一時的又は継続
的に子どもを預かり､育てる人のことです。

■費用／参加無料
■定員／25名(申込み順)
■保育／なし
■ 申込み･問合せ／越谷児童相談所 里親･市町村支
援担当 048-975-4152

＜町の募集＞

■任期／平成26年4月1日～平成28年3月31日(2年)
■募集人員／町内在住､在勤､在学の方2名
■ 活動内容／男女共同参画によるまちづくりを進
めるための会議などへの出席

■ 申込み／2月末日までに所定の応募用紙(企画財政
課又は町ホームページ掲載)に必要事項を記入の
上､次のいずれかの方法でお申し込みください。

　▶持参　▶ファックス(991-7681)
　▶ 電子メール
　　(kizai1020300@town.matsubushi.lg.jp)
　▶ 郵送(〒343-0192 松伏町大字松伏2424番地

番
号 場所 時間 定員

(名) 日程

1 Ｂ＆Ｇ海洋センター 午前 50 2/20･27
3/6･13･27
いずれも木曜日
(5回コース)2 大川戸　　農村センター 午後 20

青年国際交流事業に参加しませんか

企業内人権･同和問題研修会

里親入門講座

ウォーキング連続講習会　参加者募集

＜町の募集＞

募 集

松伏町男女共同参画推進委員募集
～あなたの声を聞かせてください～

上級救命講習会

TEL

＜町のお知らせ＞

お知らせ
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各課のダイヤルインをご利用ください。

■内容／人権問題に関する講話
■ 対象／町内の事業所に勤務する方(事業所以外の
町民の方も参加可)

■申込み･問合せ／電話で環境経済課( 991-185
　4)へ。

　昨年9月2日に発生した竜巻災害で被災した方へ
の見舞金支給及び義援金配分の申請は､お済みで
しょうか。お済みでない場合は申請期限内に申請
をお願いします。
■申請期限／2月28日(金)まで
■ 対象者／平成25年9月2日に発生した竜巻により
当時お住まいだった住宅(ご家族で所有している
ものに限る。)に被害を受けたご家族の世帯主

■問合せ／福祉健康課 991-1874
　　
＜県のお知らせ＞

　｢解雇･雇止め｣､｢賃金の引下げ｣､｢パワハラ｣､｢団
体交渉拒否｣など､職場で困ったことはありません
か。
　労働委員会では､中立･公平な立場であっせんや
不当労働行為の審査をして､労働者や労働組合と会
社とのトラブル解決をお手伝いします。手続は簡
単･無料です。ぜひご利用ください。
■問合せ／埼玉県労働委員会事務局
　 048-830-6465

■ 対象／①4月～ 7月にアマチュア文化団体が実施
する文化活動(活動成果の発表など)②4月～ 7月
に伝統･郷土芸能団体が実施する伝統･郷土芸能
用具の備品整備､後継者育成等

■ 助成金額／①対象経費の2分の1以内(上限25万円)
　②対象経費の20万円以内
■ 申込み／2月3日(月)～ 24日(月)(消印有効)まで
　 に所定の事業計画書(県ホームページ又は県文
化振興課(県庁内)で入手)を郵送で同課(〒330-
9301さいたま市浦和区高砂3-15-1 )へ。

■問合せ／埼玉県文化振興課 048-830-2887

　北方領土問題に関する国民の理解と関心をさら
に深め､北方領土返還要求運動の全国的な盛り上が
りを図るため､昭和56年1月の閣議了解により､毎
年2月7日を｢北方領土の日｣としました。
　毎年2月は｢北方領土返還運動全国強調月間｣とし
て､｢北方領土返還要求全国大会｣が東京で開催され
るほか､講演会､パネル展やキャラバン活動など､多
彩な行事が全国で行われます。
　なお､2月7日は1855年に日露間の国境を択捉島
とウルップ島の間に定めた｢日魯通好条約｣が調印
された日です。
■問合せ／埼玉県広聴広報課
　 048-830-2864

＜その他のお知らせ＞

　国民年金保険料は､所得税及び住民税の申告にお
いて､平成25年中に納めた国民年金の全額が社会保
険料控除の対象となります。また､その年の1月1日
から12月31日までに本人及び配偶者また家族が納
めた保険料も対象になります。届いた証明書は年
末調整や確定申告の際に添付してください。
■ 証明書送付時期
▶ 平成25年1月1日から9月30日までの間に国民年
金保険料を納付された方
　　平成25年11月上旬に送付されています。
▶ 平成25年10月1日から12月31日までに今年初め
て国民年金保険料を納付された方
　　平成26年2月上旬に送付されます。
※ 年内に納付したが控除証明証が届かない方や紛
失等により再発行が必要な方は｢控除証明書専用
ダイヤル｣までご連絡ください。

■問合せ／控除証明書専用ダイヤル
　 0570-070-117(ナビダイヤル)
　春日部年金事務所 048-737-7112(音声案内)
　※ダイヤル後､2を押してください。

文化振興基金助成事業の受付について

2月7日は｢北方領土の日｣です

日本年金機構から送付される社会保険料
(国民年金保険料)控除証明書について

竜巻災害に係る見舞金･義援金の申請受
付終了について

労使のトラブル解決を労働委員会がお手
伝い
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私のお兄ちゃん
　私の兄は､タイ人で色が黒いです。
　幼稚園の時に兄は日本にやってきました。その時は､日本語がしゃべれずまわりの人たちの言っている
ことがわからなかったそうです。そのころの兄は､いじめられていたようなのです。理由は､日本語をしゃ
べれなかったからだそうです。そして､一､二年前､兄が高校一年の時にまたいじめにあいました。
　その時兄は､骨折をして家に帰ってきました。家にくる前に病院にいったのか､手当てはしてありまし
た。
　土曜日に､父と母は兄の通っている高校に行きました。その夜､父と母は兄にいろんなことを聞きまし
た。私もほとんどの事は､知っていました。兄は机に｢黒｣などいろんな落書きをされたのです。
　その時の兄の気持ちを考えたら､かわいそうでしかたがありません。すごくショックだったと思うし､
もう学校へなんか行きたくないとも思ったと思います。
　兄は夜､高校生によばれました。そこで､数人の人達にやられました。兄は､本当は､ケンカに強いほう
です。でも兄は､人をきずつけることはできないのです。きっと高校生に囲まれたんじゃないか。私はそ
う思いました。
　なぜ､こんなことがおきたのだろうか。兄はただやられるだけでした。その頃の母はいつも心配で心配
でたまらなかったそうです。なぜ兄は､そのことをはやく家族に言ってくれなかったのか。私はそう思い
ました。私だって兄が一番つらいのはわかります。でも､家族がいるのに､それを兄の体にきずがつく前
になぜ言わなかったのか。きっと家族に心配をかけたくなかったのだと思います。
　兄は､二年生に上がる前に高校をやめました。私はこう思います。もし､いじめにあわなかったら､ずっ
と三年間卒業まで､高校にいられたと思います。
　なぜ同じ人間なのに､ただ､他の人より色が黒いというためだけなのに､兄がいじめられなければいけな
かったのかと思いました。
　私が一番言いたいのは､なぜいじめなくてはいけないのか。それが原因で自殺をしてしまう人もいる。
自分がやられたらどう思うだろう。やった自分も心にきずが残るだろうと思います。絶対にいじめはい
けない。許さない。私はそう思いました。
　今､兄は美容師をめざしてがんばっています。私はこの兄がりっぱな美容師になってほしいと思います。

今月は｢松伏町小･中学校人権作文集－第11集－｣の作品の中から､小学校6年生の作品を紹介します。

　この人権作文は､児童･生徒のみなさんに､人権や差別について考えていただき､他人の心の痛みがわかる､
差別のない･許さない･見のがさない人になってほしいと願って作成されています。

問合せ／教育文化振興課 990-9011
　　　　企画財政課　　 991-1815人権 それは 愛

小鳩だより 問合せ／松伏町民生委員･児童委員協議会広報部会
　　　　福祉健康課社会福祉担当 991-1874

　12月1日に厚生労働大臣より委嘱を受けた民生･児童委員52名､｢福祉と住民のつなぎ役｣として
新たな気持ちでスタートしました。
　松伏町においても急速に高齢化が進み､単身･高齢
世帯が増え､民生･児童委員の役割も重要視されてい
ます。
　しかし､地域のつながりも年々希薄になり､その上､
個人情報保護意識が高まり実情把握が難しくなって
きています。
　どうぞ､地域の皆様から､担当地区の民生･児童委員
にお声掛けくださいますようお願いします。

松伏町民生委員･児童委員協議会
会長　奥冨　久枝 ≪民生委員･児童委員は､

いつもあなたのそばにいます≫
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保健センターのお知らせ

小児時間外(初期救急 )診療
事前に電話で患者さんの状態を伝えてから受診してください。

 (受付時間
午後7時～9時30分)

※ 上記以外の診療は､吉川市内の医療機関で実施しています。
  　詳細は小児時間外(初期救急)診療体制についてのお知らせ(保存版)
　又は町ホームページでご確認ください。

2/5(水) 宮里こどもクリニック 991-5010
6(木) 津田医院 993-3111

18(火) ねもとレディースクリニック 991-5216
19(水) 宮里こどもクリニック 991-5010

3/5(水) 宮里こどもクリニック 991-5010

休日当番医 (午前9時～正午)

 電話でご確認の上 ､受診してください。
2/2(日) 岡村クリニック 内 991-7203

9(日) 宮里医院 内 991-2911
11(火) 埼玉筑波病院 内 ･ 外 992-3151
16(日) 津田医院 内 993-3111
23(日) ねもとレディースクリニック 婦･産･内 991-5216

3/2(日) ふれあい橋クリニック 脳外･内 991-1300

相談コーナー
相談はそれぞれ専門の方があたります

●こころの相談 (予約が必要です)
日　時／3月17日(月)午後1時30分～4時
場　所／保健センター
対　象／ 不安･不眠･イライラ等でお困りの方
問合せ／保健センター 992-3490
※こころの相談は､2月は実施しません。
●栄養相談 (予約が必要です)
日　時／2月5日(水)､3月5日(水)
　　　　いずれも午前9時30分～11時
場　所／保健センター
問合せ／保健センター 992-3170
●健康(育児)相談
日　時／2月5日(水)､3月5日(水)
　　　　いずれも午前9時30分～11時
場　所／保健センター
問合せ／保健センター 992-3170

　 日時
1回目 2/18 (火) 午後1時30分～4時
2回目 2/25 (火) 午前10時～午後1時
3回目 3/  4 (火) 午後1時30分～4時
4回目 3/  8 (土) 午前9時30分～正午

※ 4回目は沐浴実習･マタニティ体験ができます。
■場所／保健センター　
■持ち物／母子健康手帳､筆記用具
■費用／調理材料費350円
■申込み／電話で保健センターへ。

　お産の心構え･赤ちゃんの育て方など､基礎的なこと
を学びながらママ友づくりができる教室です。

健康長寿サポーター養成講座　気軽にノルディックウォーキング(後期)

大人の風しん予防接種の助成申請はお済ですか？

　全身の約90％の筋肉を効率よく動かせるため､通常のウォーキングよりも運動効果が高いスポーツです。健
康になるためのエッセンスを聞きながら､ご一緒にノルディックウォーキングを楽しみませんか？
■日程／2月4日(火)､18日(火)､3月4日(火)､11日(火)､18日(火)(全５回)
■時間／午後3時～ 5時
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター及び松伏総合公園・松伏記念公園
　　　　(雨天時はＢ＆Ｇ海洋センター体育館を使用します。)
■人数／後期30名(初参加の方を優先します。)
■費用／ 1日・100円保険料を当日徴収します。
■申込み／保健センターにて受付中。(電話申込み可)

　風しんの免疫を持たない女性が妊娠20週頃までに風しんにかかると､｢先天性風しん症候群｣のお子さんが生
まれる可能性があります。大人の風しん予防接種は3月31日までに済ませ､4月10日までに申請してください。
　詳しくは､保健センターへお問い合わせください。

冬の母親学級が始まります
　特に冬場から春先にかけては風邪などで体調を崩
す人が多く､献血者が減少します。血液の安定供給の
ために皆さんのご協力をお願いします。
　今回は200㎖､400㎖献血です。

日程 場所 時間

3/6(木)
役場1階ロビー 午前9時30分～正午
埼玉筑波病院 午後2時～4時

■ 持ち物／献血カード､運転免許証､健康保険証など
の本人確認ができる書類

献血にご協力ください

問合せ／保健センター 992-3170・3100
　　　　　　　　　　　  991-2878
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わが家のエンジェル

 役場の土･日･祝日及び夜間(午後5時15分～翌日
 午前8時30分)の問合せ／守衛室  991-1900

人口／3万832人(前月比17人減) 男＝ 1万5,574人 
女＝ 1万5,258人 世帯数／1万1,557世帯 (1月1日現在)

  　　　  火災／2件(25件)  救急／99件(1,055件) 
交通事故／48件(550件) 死者／0人(3人)　

※(  )内は1月からの累計

◆ 写真･住所･保護者の氏名とお子さんの氏名
(ふりがな)･生年月日･電話番号･簡単なコメ
ントを添えて､総務課 秘書広報担当までお
申込みください。

●人権･行政相談
日　時／2月7日(金)午後1時～4時
場　所／役場本庁舎2階 201会議室
問合せ／総務課 991-1895
●弁護士による法律相談 　　  ･心配ごと相談
日　時／2月17日(月)(法律相談､心配ごと相談)
　　　　2月27日(木)(法律相談)　　　　
　　　　午後1時30分～ 4時
　　　　※法律相談予約は､2月5日(水)から受付
場　所／ふれあいセンター 介護相談室
問合せ／社会福祉協議会 991-2701
●教育相談
日　時／月～金曜日(祝日を除く)
　　　　午前9時30分～午後4時30分
場　所／教育相談室(適応指導教室内)
問合せ／適応指導教室 992-2000
●就学相談 
日　時／月～金曜日(祝日を除く)
　　　　午前9時～午後5時
場　所／役場第二庁舎2階 教育総務課
問合せ／教育総務課 991-1864

●税理士による税務相談
日　時／2月12日(水)､3月5日(水)
　　　　いずれも午後1時～4時
場　所／役場第二庁舎3階 会議室
問合せ／税務課 991-1833
●消費生活相談
日　時／ 月～木曜日(祝日を除く)
　　　　午前10時～正午､午後1時～4時
場　所／役場第二庁舎1階 消費生活センター
相談方法／来庁又は電話( 991-1854)
問合せ／環境経済課 991-1854

●女性相談･育児相談 　
日　時／ 2月3日(月)､17日(月)午 前9時30分～   
　　　　午後0時30分▶5日(水)､8日(土)､12日
　　　　(水)､19日(水)､22日(土)､26日(水)い 
　　　　ずれも午後1時～4時
場　所／役場内 相談室(保育あります)
問合せ／企画財政課 991-1815
　　　　 991-1825(月･水･土曜日のみ)

●人権相談
日　時／月曜日午前9時～午後4時
場　所／さいたま地方法務局越谷支局
　　　　(越谷市東越谷)
問合せ／さいたま地方法務局越谷支局
　　　　 048-966-1337
●不動産相談
日　時／2月20日(木)午前10時～午後3時
場　所／埼玉県宅建協会越谷支部
　　　　(越谷市役所駐車場隣)
問合せ／埼玉県宅建協会越谷支部
　　　　 048-964-7611
ゆずって　ゆずります
ゆ ずって／液晶テレビ
■注意事項
　・ 町では対象品の保管やお預かりはお受けして
　　おりません。
　・ 対象品の交渉や受渡しは､当事者間で行って
　　いただきます。
　・ 交渉等にあたり､対象品提供者の氏名･電話番
　　号を譲受け希望者にお知らせします。ご了承
　　ください。
　・ 当事者間において発生したトラブルは､町で
　　は一切の責任を負いません。
受付･あっせん／環境経済課 991-1854

※ DV(夫や恋人による暴力)やお急ぎの場合は､上記の
相談日以外も相談をお受けします。　

※ 予約はお受けしていません。相談中の場合は､お待
ちいただくことがあります。　

や ま だ 　 あ い り

　 　 　 　 　 ゆ う

コメント

※ 平成26年度以降入学児の発育や障がいなどに関する
相談をお受けします。

●休日証明書等交付窓口
　日　　時／2月9日､23日
　　　　　　いずれも日曜日 午前9時～午後1時
　場　　所／役場本庁舎1階 住民ほけん課
　証 明書等／ 住民票･印鑑登録証明書･戸籍謄本等･

パスポート受取
　問 合 せ／住民ほけん課 991-1866

要予約

12月分

や ま だ 　 あ い り

山 田 愛 莉 ちゃん(右)
［平成24年1月生］

　　　  悠   く　ん(左)
［平成25年10月生］

　　パパとママの宝物。大好きだよ♡

要予約

要予約

お知らせコーナー 相談はそれぞれ専門の方があたります


